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特別委員会活動報告
　

本
委
員
会
は
、
行
政
の
ス
リ
ム

化
を
図
り
、
効
率
的
な
行
政
の
運

営
を
推
進
す
る
た
め
の
調
査
・
研

究
を
行
っ
た
。

　

執
行
部
へ
の
提
言
と
し
て
取
り

ま
と
め
た
内
容
（
概
要
）
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

「
役
場
の
機
構
等
」
に
つ
い
て

　

定
型
的
な
職
員
研
修
の
あ
り
方

を
見
直
し
、
周
防
大
島
町
独
自
の

研
修
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
職
員

の
意
識
改
革
を
図
る
。

　

大
島
以
外
の
３
総
合
支
所
に
つ

い
て
は
出
張
所
へ
の
移
行
を
図
り
、

経
験
豊
富
な
再
任
用
職
員
等
を
あ

て
る
こ
と
に
よ
り
、
経
費
削
減
と

住
民
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
す
る
。

　

極
端
に
利
用
頻
度
が
少
な
い
出

張
所
は
、
閉
鎖
す
る
方
向
で
、
早

急
に
地
元
調
整
に
入
る
。
ま
た
、

出
張
所
の
開
所
時
間
を
半
日
開
所

と
し
、
１
人
体
制
で
も
対
応
で
き

る
よ
う
、
計
画
的
に
改
善
を
進
め

て
い
く
。

　

諸
証
明
の
発
行
等
、
現
行
の
業

務
が
郵
便
局
等
の
民
間
で
も
行
え

る
よ
う
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

を
目
指
す
。

　

公
用
車
を
庁
舎
単
位
で
一
括
管

理
し
、
台
数
を
制
限
す
る
こ
と
に

よ
り
経
費
削
減
に
努
め
る
。

　

役
場
機
構
の
連
携
を
よ
り
合
理

的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
本

庁
方
式
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 「
温
浴
施
設
等
」
に
つ
い
て

　

源
泉
数
を
少
な
く
し
、
淡
水
に

切
り
替
え
る
な
ど
、
施
設
改
良
ま

た
は
廃
止
を
含
め
た
調
整
作
業
が

急
務
と
な
っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、

非
効
率
で
あ
る
温
泉
プ
ー
ル
は
、

他
へ
の
利
用
転
換
を
図
る
必
要
が

あ
る
。

　

橘
ウ
イ
ン
ド
パ
ー
ク
を
始
め
と

す
る
そ
の
他
の
施
設
に
つ
い
て
は
、

旧
態
依
然
と
し
た
運
営
方
法
を
改

め
、
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
の
よ
う

に
利
用
し
や
す
い
施
設
と
す
る
よ

う
、
見
直
し
を
図
る
。

 「
社
会
教
育
施
設
」
に
つ
い
て

　

図
書
館
に
つ
い
て
は
、
新
刊
情

報
や
蔵
書
状
況
等
、
情
報
発
信
の

よ
り
一
層
の
向
上
を
図
る
。
ま
た
、

図
書
の
貸
し
出
し
に
あ
た
っ
て
は
、

総
合
支
所
や
出
張
所
に
お
い
て
も

貸
し
借
り
が
可
能
と
な
る
体
制
づ

く
り
が
必
要
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て

図
書
館
機
能
の
集
約
と
充
実
に
努

め
る
。

　

資
料
を
収
蔵
し
て
い
る
各
施
設

に
つ
い
て
は
、
利
便
性
の
向
上
や

維
持
管
理
経
費
の
削
減
を
図
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
併

合
と
廃
止
、
さ
ら
に
は
移
設
を
含

め
た
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

久
賀
地
区
に
は
、
公
民
館
機
能

を
有
す
る
施
設
が
散
在
し
て
い
る

の
で
、
類
似
施
設
の
集
約
を
図
る
。

 「
遊
休
地
」
に
つ
い
て

　

好
条
件
に
位
置
す
る
町
有
地
に

つ
い
て
は
、
早
急
に
位
置
情
報
を
公

表
し
、
公
募
に
よ
る
売
却
処
分
を
実

施
す
る
。

　

住
宅
建
設
地
と
し
て
活
用
が
可
能

な
土
地
に
つ
い
て
は
、
定
住
促
進
の

対
象
地
と
す
る
よ
う
、
有
効
的
な
利

用
促
進
を
図
る
。

 「
未
利
用
施
設
」
に
つ
い
て

　

倉
庫
と
し
て
利
用
し
て
い
る
建
物

を
整
理
し
、
効
率
的
な
場
所
に
集
約

の
う
え
、
不
要
な
建
造
物
を
処
分
す

る
。

　

借
地
施
設
に
つ
い
て
は
、
補
填
等

の
条
件
を
付
し
、
早
急
に
土
地
所
有

者
と
の
交
渉
を
開
始
す
る
。

　

再
利
用
が
可
能
な
教
職
員
住
宅

は
、
一
般
へ
の
貸
し
出
し
等
を
積
極

的
に
進
め
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
提
言
す
る
が
、
改

革
を
進
め
る
こ
と
で
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
低
下
を
招
い
て
は
な
ら
ず
、
執
行

部
は
責
任
を
持
っ
て
、
迅
速
か
つ
適

確
な
る
判
断
の
も
と
に
、
実
現
可
能

な
方
向
性
を
見
出
す
よ
う
努
め
ら
れ

た
い
。
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